
【２０２１年度　ミッション型地域おこし協力隊員募集要項】 

　　　　　　　　　　　　一般財団法人  十日町地域地場産業振興センター

1 業務内容 ◆『道の駅クロステン』を中心に地場産品の販売拡大

〇 おみやげ館での販売対応、販売企画の立案、接客対応

〇 地域内の新商品掘り起し・新商品開発・新規仕入先・販売先の開拓

〇 首都圏営業所（和光市）の業務支援

〇 各種イベント・販売会への支援

〇 市内外でのマーケティング活動

〇 上記に関連する業務全般

2 募集対象 〇 都市地域（※条件不利地域を除く地域の事）在住で活動期間中、十日町市に住民票を異動する事ができる人。
　※「条件不利地域」とは、次のＡ～Ｇいずれかの対象・指定地域を有する市町村をいう。
　Ａ）過疎地域自立促進特別措置法（みなし過疎、一部過疎を含む）、Ｂ）山村振興法、Ｃ）離島振興法、
　Ｄ）半島振興法　Ｅ）奄美群島振興開発特別措置法、Ｆ）小笠原諸島振興開発特別措置法、
　Ｇ）沖縄振興特別措置法、

〇 普通自動車免許（ＡＴ限定免許でも可）を有し、日常的に運転出来る人。

〇 一般的なパソコン操作が出来る人（メールの送受信、文書作成及び表計算）。

〇 令和3年4月1日現在で年齢２０歳以上の方（性別は問いません）

〇 心身共に健康で、（一財）十日町地域地場産業振興センター（以下、センターと称す）の業務を通じて地域活性化に意欲と熱意があり、
積極的に活動できる方。

〇 センターの就業規則を遵守出来る人。

3 募集人数 〇 １名

4 雇用形態及び期間 〇 当センターの臨時職員として雇用し、勤務規定はセンターの「臨時職員就業規則」を適用します。

〇 雇用期間は、２０２１年８月１日以降、採用後１年間とし、活動状況により、最長、任用から３年を超えない範囲で更新できるも
のとします。
但し、隊員としてふさわしくないと判断した場合は、任用期間中であっても解任できるものとします。

5 勤務地 〇 基本的には十日町市を本拠とし、周辺地域、及び首都圏はじめ各地域へ営業・業務支援等で出かける事があります。

6 勤務日及び勤務時間 〇 勤務日は基本的にはシフト制で、センターが年度初めに定める勤務日とします。
年間休日日数は１０５日とします。

〇 勤務時間は、午前８時３０分～午後５時３０分（休憩１時間）とします。
但し、状況により時差勤務や残業となる場合もあります。

7 給与 〇 月額２００，０００円とします。(締め日15日　支給日25日、指定の銀行振込）

〇 残業手当は支給します。

〇 住宅手当は、月額２０，０００円支給し、住居の光熱水費は自己負担とします。

〇 賞与、家族手当はなし。通勤手当は通勤距離が2㎞以上が対象で当センターの規定により支給します。。昇給・退職金はなし。

8 福利厚生 〇 雇用保険、社会保険（健康保険、厚生年金）は加入します。労災保険の適用あり。

〇 転居費用、家具等日常生活用品は自己負担とします。

〇 業務用の事務用品、パソコン等は貸与します。

〇 日常生活上で、車は必要になります。自家用車の持込みをお勧めします。
業務上の営業車（センター車）は貸与しますが、共同使用になります。

9 申込受付期間 〇 ２０２１年７月１日～２０２２年３月３１日（採用者決定次第、締め切ります）

10 応募方法 〇 提出書類：申込書（当センターＨＰよりダウンロード可）、住民票（応募日より一ヶ月以内のもの）
　　　　　免許証の写し、履歴書（市販のもので可、顔写真添付の事）
　　　　　他地域で地域おこし協力隊の経験のある方は、その事実を証明する書類
　　　　　　　　（応募書類は返却しません）

〇住民表１通（応募日より１ヶ月申込みは随時受け付けています。

〇 提出は、下記住所のセンター 担当者まで郵送して下さい。

11 面接試験 〇 申込書を受領後、追って面接日は連絡します。

〇 面接会場はセンターとし、必要な交通費等は自己負担とします。

〇 申込、又面接の前にセンターを見学されたい方は、係までご連絡下さい。随時受付ます。

〇 面接結果は、面接後２週間以内に文書で通知します。

〇 申込書等、応募の際に提出されたものは返却いたしません。

12 問合せ先 〇 〒948－0003　新潟県十日町市本町六の一丁目71番地26
　一般財団法人 十日町地域地場産業振興センター　　担当：岩船、小林
　　TEL：０２５－７５７－２３２３　　FAX：０２５－７５２－４４９７
　　E-mail：info@cross10.or.jp
    HP：https://cross10.or.jp/


